
 
  規  則 
○熊本県工場等設置奨励条例施行規則及び熊本県税特別措置条例施

行規則の一部を改正する規則 ······························· （企業立地課）  1 
 
 



2 

(その 2) 

第 35号

の日から起算して 2月を経過した日とする。
4 令和 3年 4月 1日から改正条例の施行の日の前日までの間に条例第 4条の 2第 2号

に規定する特別償却設備である家屋及びその敷地である土地を取得した者が、同号の
規定による不動産取得税の課税免除を受けようとするときは、第 3条第 1項に規定す
る申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、改正条例の施行の日から起算して
1 4日を経過した日とする。
別記第 1号様式(その 1)及び同様式

号外

を次のように改める。
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3 第 35号号外報/，¥. 
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内目ハ月曜令和 3年(2021年)7月 12日
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県内の既設

の事務所又

は事業所帯

計

性 この申韻書は、個人の事業棋を申告する日までに提出してください。

この申請書は、「製造の事業等の用に供した新設し、又は増設した(取得帯を

した)設構等に関する明細jを標付の上、課税地を管轄する広域本部に正副 2通

揮出してください。
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1 i業種目j には、「畜産業j、「水産業j又は「薪炭製造業jの5j!Jを明記してくださ

し、。

2 i課税免除の対象となる所得j の欄に記載すべき金額に 1，000円未満の端

数があるとき、又は「課税免除を受けようとする税額j の欄に記載すべき金額に

100円未満の端数があるときは、それぞれの端数は切り捨ててください。

3 この様式中不要の文字は、使途に従い抹消してください。

備考 1 この申請書は、髄人の事業税を申告する日までに提出してください。

2 この申請書は、課税地を管轄する広域本部に正副 2通撞出してください。
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別記第 2号様式を次のように改める。
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年月 Rまで 年所得 万円
を超え 万円
以下の金額お 100 

年所得万円

申 告区分 を趨える金患 100 

得
計 1/ @ 

確定修正
⑦+0+窃

法人説の青住申告
眼 入 金 額

⑤ 
書の握出の有無 100 
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基準によってください。

(4) i課税免除(不均一課税)の対象となるものの課税標準額Jの横には、軽減税率

を適用する法人にあっては rQJJ ⑪~ n③Jの区分ごとに(1)又は(2)の計揮をし

てください。

(5) r課税免除(不均一課税)の対象となるものの課税標準額Jにそれぞれ税率を乗

じて得た額が課税免除(不均一課税)額に相当する税額です。

(6) i課税免除(不均一課税)の対象となるものの課税標準額Jの欄の各区分に記載

すべき金額に1，000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、税率を乗

じて得た税額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨ててください。

7 i事務所又は事業所等の従業者の各月末の人員j の f直接従事者数j の欄には、

工業生産設構等に直接従事する従業者数を記載してください。

8 この様式中不要の文学は、使途に従い抹消してください。
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別記第 3号様式及び別記第 4号様式中

名
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別記第 5号様式を次のように改める。

に改め、
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3 r新設し、又は増設した(取得等をした)設備の取得価額Jの欄には、この申請を

する時に、新設し、又は増設した(取得等をした)工場等の事業を既に開始してい

る場合に記載してください。

4 この様式中不要の文字は、使途に従い抹消してくださ11'0 
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に改める。
附則

(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の熊本県工場等設置奨励条例施行規則及び熊本県税特
別措置条例施行規則の規定により提出されている申請書その他の書類は、第 1条の規定
による改正後の熊本県工場等設置奨励条例施行規則及び第 2条の規定による改正後の熊
本県税特別措置条例施行規則の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の熊本県工場等設置奨励条例施行規則及び熊本
県税特別措置条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の問、所要の補正をして
使用することができる。

1 
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